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1 R5.5.25 R5.6.1
建築計画概要書
平成17年度　第1521号

4 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第一課

2 R5.4.3 R5.6.2
東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金申請書類（申請対象車両一覧・自動車
検査証）

153 1 ―
都市整備局都
市基盤部調整
課

3 R5.4.3 R5.6.2
東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金申請書類（申請対象車両一覧・自動車
検査証）

4217 1 1 1
（７条３号及び４号）車台番号及びQRコードは、法人等の事業活動を行う上で限られた者しか知りえない内部管理に属する事項に関する情報であり、公にす
ることにより、本来の業務以外の目的に使用され、当該法人の事業運営上の地位が損なわれると認められるため

都市整備局都
市基盤部調整
課

4 R5.5.17 R5.6.2

昭島市
届出書（令和５年３月１日付多建建一リ第1352号）
武蔵村山市
届出書（令和５年４月４日付多建建一リ第15号）

狛江市
届出書（令和５年３月10日付多建建一リ第1393号）
届出書（令和５年４月２日付多建建一リ第37号）

多摩市
届出書（令和５年５月１日付多建建一リ第154号）

5 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第一課

5 R5.4.9 R5.6.5 「ご意見・ご要望」の対応について（令和５年３月８日） 3 1 1 署名は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第７条第４号に該当

都市整備局都
市づくり政策
部土地利用計
画課

6 R5.5.22 R5.6.5
東京都小金井市○○町○丁目○番○における建築基準法４３条第２項第２号許可に関する協
定図（１２－Ｈ３０００１３）

1 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
二課

7 R5.5.22 R5.6.5

建設リサイクル法に基づく届出書
・多建建二リ第７０３号
・多建建二リ第８６４号
・多建建二リ第９２１号
・多建建二リ第１０１９号
・多建建二リ第１０２３号
・多建建二リ第１０５４号
・多建建二リ第１０９０号
・多建建二リ第１１２８号
・多建建二リ第３８号
・多建建二リ第１０９号
・多建建二リ第１１８号

11 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
二課

8 R5.5.25 R5.6.5
建築計画概要書
２４ 多建建二建第８７２９号
２９ 多建建二建第３１４２号

13 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
二課

9 R5.5.30 R5.6.6

建築計画概要書
平成25年度　第6164号
平成28年度　第5997号

15 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第一課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

10 R5.5.26 R5.6.7
平成30年７月19日付
JCIA確認S17第00230号
上記についての建築計画概要書の写し

7 1 1 （７条４号）公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

11 R5.5.25 R5.6.8
東京都小金井市○○町○丁目○番○、同番○、同番○、同番○、同番○、同番○、同番○、
同番○、同番○及び同番○における建築基準本旧第４３条第１項但し書き許可に関する協定
書及び協定図

18 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
二課

12 R5.6.1 R5.6.9

（１）「令和５年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会　分科会（第１
回）」（令和５年４月27日（木））議事概要
（２）「令和５年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会　【分科会（第１
回）】出欠表（予定）

6 1 ―
都市整備局都
市基盤部交通
企画課

13 R5.5.31 R5.6.12
建築計画概要書
平成16年度　第2508号

4 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第三課

14 R5.6.5 R5.6.14
東京都知事許可第○○号　○○株式会社
令和５年５月16日受付　第45期　決算変更届出書
(閲覧対象部分に限る)

30 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため。
都市整備局市
街地建築部建
設業課

15 R5.6.7 R5.6.14
東京都東久留米市○○町○－○－○、－○－○、－○における建築基準法４３条第２項２号
の許可に関する協定図（１２－Ｈ３００００４）

2 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
二課

16 R5.6.1 R5.6.14
平成28年議案第1066号にかかる東京都狛江市○○町○丁目○番○、同番○の内一部、○番
○、同番○、同番○における建築基準法旧法第43条第１項ただし書き許可に関する現況写
真、協定図及び道に関する協定承諾書

3 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第一課

17 R5.6.2 R5.6.15 東京都建設業許可台帳（東京都知事許可　2023年６月２日現在） ※ 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
設業課

18 R5.6.6 R5.6.15 建設業許可業者一覧（東京都知事許可　令和５年５月末現在） ※ 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
設業課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

19 R5.6.13 R5.6.15
建築計画概要書
平成27年度　第5831号

9 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
第一課

20 R5.4.20 R5.6.19
・神宮外苑地区第一種市街地再開発事業の申請に関する全ての文書
・神宮外苑地区第一種市街地再開発事業の認可に関する全ての文書

392 1 1 1 1 1

（７条２号）・個人の場合は、特定の個人を識別することができる又は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ
があるため。
（７条３号）・個人施行者の事業に係る内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、当該個人施行者又は当該個人施行者に関する法人の事業運営上の
地位が損なわれると認められるため。
・法人の場合は、事業及び財産管理に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の事業運営上の地位が損なわれると認められるため。また、当該情報は一般には公
にされていない情報であり、当該情報を公にすることによって、対応業務が発生するなど業務に支障を及ぼすおそれがあるため。
・法人が独自に作成した財産的価値のある資料であり、公にすることにより、競争上又は事業運営上の地位等が損なわれると認められるため。
・法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
（７条４号）公にすることにより、建物への侵入等の犯罪行為を容易にするなど防犯上の支障をきたすため。
・公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
（７条３号）・事業及び財産管理に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の事業運営上の地位が損なわれると認められるため。また、当該情報は一般には公に
されていない情報であり、当該情報を公にすることによって、対応業務が発生するなど業務に支障を及ぼすおそれがあるため。
・個人施行者及び保留床取得者の事業及び財産管理に関する情報であって、公にすることにより、当該個人施行者又は当該保留床取得者の事業運営上の地位が損なわれると認
められるため。
・個人施行者の事業に係る内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、当該個人施行者又は当該個人施行者に関する法人の事業運営上の地位が損なわ
れると認められるため。
・事業及び財産管理に関する情報であって、公にすることにより、本件市街地再開発事業に対する参加状況が分かるなど、当該法人の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあると認められるため。また、当該情報は一般には公にされていない情報であり、当該情報を公にすることによって、当該法人の事務又は事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあると認められるため。
・事業及び財産管理に関する情報であって、公にすることにより、本件市街地再開発事業に対する参加状況が分かるなど、当該法人の事業運営上の地位が損なわれると認めら
れるため。また、当該情報は一般には公にされていない情報であり、当該情報を公にすることによって、対応業務が発生するなど業務に支障を及ぼすおそれがあるため。
（７条６号）当該番号は、公にされていない情報であり、公にすることによって不特定多数の人物から本来の業務に関係の無い電話がなされることで、職員の適切な業務の運
営に支障をきたすおそれがあるため。
（７条６号）・独立行政法人の事業及び財産管理に関する情報であって、当該情報は一般には公にされていない情報であり、当該情報を公にすることによって、当該法人の事
務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
・独立行政法人の事業及び財産管理に関する情報であって、公にすることにより、本件市街地再開発事業に対する参加状況が分かるなど、当該法人の事業運営上の地位が損な
われると認められるため。また、当該情報は一般には公にされていない情報であり、当該情報を公にすることによって、対応業務が発生するなど業務に支障を及ぼすおそれが
あるため。
・独立行政法人の事業及び財産管理に関する情報であって、公にすることにより、本件市街地再開発事業に対する参加状況が分かるなど、当該法人の事務又は事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。また、当該情報は一般には公にされていない情報であり、当該情報を公にすることによって、当該法人の事務又は事業の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

都市整備局市
街地整備部再
開発課

21 R5.4.23 R5.6.21
(1)東京都市計画土地区画整理事業広町二丁目土地区画整理事業の施行認可申請について
(2)広町二丁目土地区画整理事業の施行認可申請の事前協議について（通知）
(3)広町二丁目土地区画整理事業の施行認可申請書の事前協議について（回答）

215 1 1 （７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。
都市整備局市
街地整備部区
画整理課

22 R5.4.23 R5.6.21
土地区画整理事業の施行認可について【東京都市計画土地区画整理事業広町二丁目土地区画
整理事業】

249 1 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。
（７条６号）当該電話番号は、公にされていない電話番号であって、公にすることにより、不特定多数の者から本来の業務目的以外の電話がなされるおそれ
があり、職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

都市整備局市
街地整備部区
画整理課

23 R5.6.13 R5.6.21 東京都建設業許可台帳（東京都知事許可　令和５年６月13日現在） ※ 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
設業課

24 R5.6.21 R5.6.22
建築計画概要書
４ 多建建二建第４４２３号
４ 多建建二建第４４２４号

14 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
二課

25 R5.6.23 R5.6.27
建築計画概要書
Ｈ２７多建建二建第５４９５号

6 1 ―

都市整備局多
摩建築指導事
務所建築指導
二課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

26 R5.6.15 R5.6.28

○○○（千代田区○○○丁目○番○号）に関する以下の書類
・定期調査報告概要書　令和４年１月12日受付分
・定期検査報告概要書（防火設備）　令和４年７月15日受付分
・定期検査報告概要書（建築設備等（昇降機及び遊戯施設を除く。））　令和４年７月3日受
付分
○○○（千代田区○○○町○丁目○番○号）に関する以下の書類
・定期検査報告概要書（昇降機）　令和５年３月23日受付分

16 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
築企画課

27 R5.6.15 R5.6.28
平成20年12月25日付　第ＢＣＪ05本建確142変10号
上記についての建築計画概要書の写し
（但し、個人情報を除く）

7 1 ―
都市整備局市
街地建築部建
築指導課

表の見方
＜決定区分＞
・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。
＜（根拠規定）条例7条＞
・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。
＜公文書の件名＞
・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。
・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。

＜公文書の枚数＞

・光ディスクへ複写し交付している場合は、「※」を記入しています。


